
５歳児健康診査について 

R8.２.16 ５歳児健康診査推進のための連絡協議会
高知県子ども・福祉政策部子育て支援課
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５歳児健診の重要なポイント：「精神発達の状況」「言語障害の有無」「社会性の発達」など
重篤な先天性の身体的疾患については、多くは３歳児健診までに指摘されていると考えられる。一方、５歳児健診
では集団生活を営む上で必要な社会性の発達や自己統制などの行動面の発達を評価することが重要。

 発達の評価により指摘されうる主な疾患
１）注意欠如多動症         ４）場面緘黙症
２）自閉スペクトラム症       ５）吃音
３）知的発達症（軽度～境界域）   ６）機能性構音障害

 幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知される時期であり、保健、医療、福祉に
よる対応の有無が、その後の成長・発達に影響を及ぼす時期である５歳児に対して健康診査を行い、こどもの特性を
早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児
の健康の保持及び増進を図る。

目 的

意 義

実施項目 １）身体発育状況
２）栄養状態
３）精神発達の状況
４）言語障害の有無
５）育児上問題となる事項の確認（生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等）
６）その他の疾病及び異常の有無

５歳児健康診査概要

令和３～５年度こども家庭科学研究費補助金 育成疾患克服等次世代育成基盤研究事業「５歳児健康診査マニュアル」より引用
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５歳児健康診査実施方法

集団健診
（※）

集団方式 保健センター等で集団で健診を実施

園医方式 保育所等の定期健康診断を活用すること等により実施

巡回方式 医師、保健師、心理担当職員等がチームを組んで、保育所・幼稚園・認定こども園等を巡回する

二段階方式
対象となる年齢の幼児全てに、発達相談や巡回相談等による聞き取りやアンケート等を組み合わせて
実施等（一段階目）したうえで、医師の関与のもと発達等に課題があると考えられた幼児を対象に
医師が診察する健診（二段階目）の実施

個別健診 医療機関に委託して行う健診

（※）5歳児健診は、情緒、社会性の発達状況や育児環境の課題等に対する気づきの場としての役割があり、他職種によるこ　
　　　　ども・家庭の状態に応じた支援を開始し、就学に向けて必要な準備を進めていくことを目指している。こうした目的に鑑み、　　
　　　　集団健診が推奨される。

健診の実施方式 健診の概要



問３－１ 実施対象者の保護者全員にアンケートを実施し、その中から発達障害等の疑いのある幼児
に対してのみ、５歳児健康診査を行う場合は対象となるか。

（答）
○ 乳幼児健診については、全ての乳幼児の健康の保持及び増進が図られるよう、対象となる年齢の乳幼

児全てに対し、医師及びその他医療専門職（以下「医師等」という。）による健診を実施することが
望ましいと考えています。

○ このため、まずは、５歳児健診について、保育所・幼稚園・認定こども園等（以下「保育所等」とい
う。）における定期健康診断等の機会を活用する等により上記の健診を実施する「園医方式」や、医師、
保健師、心理専門職等がチームを組み、保育所等や家庭を巡回して上記の健診を実施する「巡回方
式」を組み合わせて実施する場合も国庫補助の対象となりますので、対象となる年齢の幼児全てに、医
師等による健診が実施されるよう、実施要綱の留意事項を参照いただき、柔軟な対応を検討ください。

〇 一方で、地域によっては、５歳児健診を実施するために必要な医師等の十分な確保が困難な場合もあ
ると承知しています。この点、こども家庭科学研究班において、「全５歳児を対象に医師が診察する健
診」と「事前のスクリーニング等により発達等に課題があると考えられた５歳児を対象に医師が診察
する健診」との効果の比較が行われ、後者の健診についても、前者の健診と同様の効果を持つ場合が
あることが確認されました。

  これを踏まえ、地域の実情に応じて、「対象となる年齢の幼児全てに、発達相談や巡回相談等による
聞き取りやアンケート等を組み合わせて実施等（一段階目）したうえで、医師の関与のもと発達等に課
題があると考えられた幼児を対象に医師が診察する健診（二段階目）」（以下「二段階方式」とい
う。）を行うことも、差し支えないことといたします。

令和７年８月14日付けこども家庭庁成育局母子保健課事務連絡「令和７年度（令和６年度からの繰越分）母子保健衛生費国庫補
助金（うち「「１か月児」及び「５歳児」健康診査支援事業」）に係るQ&A（一部改正）について」より抜粋

→ これまで、対象となる年齢の乳幼児全てに対し医師等による健診を実施することが望ましいものの、医師の確保等で
困難な場合の当面（少なくとも２～３年間程度）の対応として示されていた「二段階方式」が、“地域の実情に応じて行
うことも差し支えない”という表記に改められた。 4

（参考）
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５歳児健診を “実施している”と回答した市町村の状況
 （※ 国庫補助事業の活用は問わない）

《実施自治体数》 集団方式･･･４自治体
         巡回方式･･･１自治体（現在は医師の関与なし）
      
《実施の工夫等》・集団方式により実施している市町村は、既存の１歳６か月児健診等と

同日に開催

・発達の気になる子どもの状況について、保健部門と保育園で日ごろか
ら（乳幼児健診の実施前後も含め）情報共有できる体制が整っている
ことから、５歳児健診受診後にも子どもの発達や保護者の状況につい
て共有し、就学に向けた教育相談につなげている。

乳幼児健診実施状況等調査（R7.5 子育て支援課・障害福祉課） 及び市町村ヒアリングの結果

１歳６か月
児健診 ３歳児健診 就学時健診 就 学５歳児健診
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健診の運営方法について見直しが必要

問診や保健指導を行う保健師のスキルアップ

市町村の職員（保健師、栄養士、事務等）のマンパワー不足

診察医師の確保

心理職、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士の確保

健診の事後管理が十分にできていない

フォローが必要な児への保育士の支援力向上

関係機関（保育所・障害福祉サービス事業所等）との連携

児童精神科の診察予約から受診までに時間がかかる、予約が取りづらい

支援の出口となる資源がない（または限られている）

その他

現在実施している乳幼児健診について、課題となっている項目  （N=30、複数回答あり）

乳幼児健診実施状況等調査結果より （R7.5 子育て支援課・障害福祉課）
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５歳児健診未実施市町村が、今後健診を検討する場合の課題  （N=25、複数回答あり）

乳幼児健診実施状況等調査結果より （R7.5 子育て支援課・障害福祉課）



５歳児健康診査実施に向けた現状と課題

項 目 これまでの取組状況 課  題 今後必要と考えられる取組

診察医（小児医）
の確保

子育て
支援課

・市町村が独自に小児科医をあたって
依頼。（県の関与なし）

・高知市等は医師がローテーションを組
んでおり（１健診につき16名）、確保に
苦慮

・郡部では特定の医師が2∼3町村を掛け持
ちしていたり、高齢化していたりと継続
性に懸念あり。特に須崎管内や中央西管
内で医師確保支援のニーズが高い

・医師会や高知大学と連携し、医
師の確保対策の検討（例：医師向
けの研修の実施、登録医制度や派
遣制度等の創設）

限られた人的資源
での実施方法の検
討

子育て
支援課

・H27に１歳６か月児・３歳児健診手
引書を作成し、実施方法を標準化

・任意健診は、各市町村が個別健診と
集団健診を組み合わせて実施

・５歳児健診実施の４市町村は、いず
れも対象児が少ないため、既存の集
団健診と同日に実施

・特に市部では５歳児健診を集団方式に
て対象児全数に実施することは不可能に
近く、二段階方式や園医方式等、柔軟な
実施方法の検討が必要。

・保健師の欠員が生じている市町村など
法定健診の実施維持にも懸念がある市町
村もあり、既存の健診も含め、広域的な
実施についても検討が必要。

・県版のマニュアルを整備し、二
段階方式、園医方式、巡回方式の
実施方法を示すことで、市町村に
よる実施促進を図る。

・福祉保健所と連携した広域健診
の実施に向けた市町村との協議

問診や保健指導を
行う保健師のスキ
ルアップ

障害福
祉課

①市町村乳幼児健診従事者のためのス
キルアップ研修会の実施（全３回）
②乳幼児健診におけるスーパーバイズ
の実施（療育福祉センター）

①集合研修の会場が高知市内のみのため、
幡多地域の参加率が低い。
②市町村の母子保健の業務負担が非常に
大きく、健診後の相談会や今年度縮小し、
ﾍﾟｱﾚﾝﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施は中止となった。
（療育Cが介入している市町村の状況）

①幡多地域の参加率向上のため、
幡多圏域での研修会実施の検討。
①（②）県版のマニュアルを活か
した研修内容の検討。

子育て
支援課

・母子保健関係の研修会において、広
く妊産婦・乳幼児のアセスメント力や
支援力向上のための研修会を実施

・市町村においては、こども家庭セン
ターなど業務量が年々増加し、ケースの
多様化・複雑化もあり、ケース支援の振
り返りが十分でない。効果的な研修の継
続が必要。

・母子保健担当者向けのアセスメ
ント力、支援力向上のための研修
会の継続

心理職、言語聴覚
士等の確保

障害福
祉課

発達障害早期支援エキスパート事業の
実施
・委託契約によるエキスパート養
 成研修の実施
・エキスパート派遣事業の実施

（エキスパート事業は、各市町村による
 専門職を含めた健診・フォロー体制が
 整ってきたためR8年度事業廃止予定）
・エキスパート事業活用後等、市町村が
直接専門職を確保している状況で、継続
的な人材確保が課題。

エキスパート登録者（名簿）の活
用や、健診後のフォローアップの
場への専門職確保に活用できる国
補助事業の活用等による新たな市
町村支援の取り組みについて検討。

１．５歳児健診の実施体制の整備
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項 目 これまでの取組状況 課  題 今後必要と考えられる取組

保育所における
対応力の向上

障害福
祉課

①発達障害児等支援スキルアップ研修会の実
施（全９回）１～４回延べ509名参加
②保育所コンサルテーション・ティーチャー
ズトレーニングの実施（療育福祉センター）
③ESSENCEに関する研修会の実施

①各回20～30名程度保育士・幼稚
園教諭参加
②③「なんとなく気になる」子ど
もを見逃さないこと。
その子たちを園の中でどう支えて
いくか（環境調整や関わり方含
め）。

①保育士を対象に入れた研修の継
続実施
②③「なんとなく気になる」を理
解させるために、ESSENCEの視点
を広めていくため、保育所コンサ
ル、研修会などの継続実施。その
他、多くの園に広めていくための
方法を検討。

幼保支
援課

キャリアアップ研修において障害児保育
（特別支援教育）研修を実施

毎年、経験年数３年目以上の保
育者等が新たな知識を得ること
ができているが、日々の実践と
の結びつきが難しい。

特別支援教育現状調査の継続及
び各園の実践把握と、必要に応
じて個別の指導計画等の作成に
おける指導・助言

専門医療機関の
確保

障害福
祉課

①高知ギルバーグセンターによる専門医等の
育成（研究員：40人）
②高知大学への寄附講座（児童青年期精神医
学講座）による児童精神科医等の養成
③子どもの心の診療ネットワーク（HP）への
掲載機関数の増加（発達の問題：31機関）

診察できる機関は拡がっているも
のの、まだまだ診察の待機状態が
続いている。

①高知ギルバーグセンターによる
専門医等の育成の継続
②高知大学への寄附講座（児童青
年期精神医学講座）の継続
③子どもの心の診療ネットワーク
（HP）による県内医療機関の周知

障害児支援サー
ビスの充実

障害福
祉課

①発達障害児等支援スキルアップ研修会の実
施（全９回）１～４回延べ509名参加
②中山間地域障害福祉サービス確保事業
の実施

①高知市を中心に事業所数は増加
してきているが、支援の質の確保
が必要。
②中山間地域では、フォローを要
する子のつなぎ先である児童発達
支援や放課後等デイサービスなど
の療育機関が十分でない。

①障害児支援における研修体系の
構築など支援人材の育成に向け、
国においてテキストや実施主体向
けのガイドラインが整備される予
定であり、それらを基にした人材
育成の実施（R9以降）
②中山間地域でのサービスが拡が
るよう、同事業において、放課後
等デイサービスを補助対象に拡充
するよう検討

教育との連携 障害福
祉課

①地域診断に関する研修会の実施
（R5全体、R６中央東圏域で実施
 R7須崎、幡多圏域で実施予定）
②つながるノートや引き継ぎシートの活用

①母子・保育・障害・教育等の
様々な分野の職員を対象としてい
るが、教育の参加が少ない。ヒア
リングにて、教育との連携が難し
いとの意見が多い。
②保育園からの支援内容がうまく
活用されていない。（引き継がれ
ていない）

①市町村内の関係部局の横断的な
連携の場づくりや既存の場の活性
化に繋げてもらうためのきっかけ
として、地域診断に関する研修等
の実施
②支援ツールを活かした支援会議
の実施方法の見直しなどを検討
（学童期の支援検討会）

２．地域のフォローアップ体制の整備
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５歳児健康診査推進のための連絡協議会

概 要 ５歳児健診をはじめとした乳幼児健診の実施体制や地域のフォローアップ体制の整備を図ることを目的に、
関係機関、有識者等で構成する会議体を新たに設置する。

９～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10

取り組みスケジュール

・マニュア    
ル策定

・研修会の
開催

 

モデル市町村
での実施 モデル実施を踏

まえたマニュア
ルの見直し

34市町村での実施

目標

12

庁内での検討

関係機関との調整
（委員の就任依頼等）

・療育福祉センター
・教育員会
（幼保・小中・特別支援）

・小児科医会等
・市町村

連絡協議会
立ち上げ

実施体制等の検討 連絡協議会

※ 実務者レベルで具体策
について協議

〈協議内容〉
・マニュアル案

の検討
・フォローアッ

プ体制 等

〈協議内容〉
・現状、課題
・今後の方向性


